長妻　　昭　　厚生労働大臣　殿
内閣府　障がい者制度改革推進会議　殿

厚生労働省　障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 殿
＜私が聞いて欲しい３つの願い・想いなど＞
①私が今直面している実態・事実・現状

　私の三男は、24才脳性麻痺で寝返りもできない重症心身障害者です。難治性てんかんのため、小さな発作は毎日ありますが、薬でなんとかコントロールされて生活しています。　　

医療的ケアは、胃瘻からの注入と、鼻腔口腔からの吸引、そして冬期は朝晩の吸入が必要です。体重が２１Kｇと軽いため、私ひとりで抱き上げて、移動などすべてを介護して生活しています。気管切開していませんが、ちょっとした姿勢変化で呼吸状態が悪くなるので、常にだれかの目が届くようにしています。今の状態では、遠からず気管切開と人工呼吸器が必要になると感じています。

　福祉サービスは重症心身障害児通園のB型施設に週4日通い、週1回2人体制で入浴の身体介護を1時間受け、短期入所は年に20日ほど利用しています。

夫や家族の協力、とくに同居の夫の両親（障害児が生まれてから同居）がいたおかげで何とかやって来ることはできました。その両親も年老いて、80才の義父がこの夏に寝たきりになり、誤嚥性肺炎から経管栄養、気管切開となってしまいました。義父が退院すれば、医療的ケアを必要とする息子と義父を自宅でみたい希望はあるのですが、現実は厳しいモノがあります。

②私が解決、実現してほしいこと
１）在宅の福祉サービス支援（通所・短期入所・居宅介護）に、医療的ケアの加算をしてください。

　　　日中の生活の場（通所施設）があることで本人の生活リズムが整い、在宅生活が成り立っています。短期入所利用時だけ、私は夜ゆっくり眠ることができます。介護者がつぶれないための在宅支援が結果として本人支援になります。ところが医療的ケアがあると、利用できる施設や事業所が限られていてしまい、とても足りません。

息子が通う重症児通園B型は、５人の利用者に2人の看護師がいます。看護師一人のときは、看護師が病気等で休むたび利用休止になりました。看護師は最低2人体制でないと、昼休みも休暇もとれません。医療的ケアを受け入れる事業所が安定した運営できるように、ぜひ、障害程度区分の他に超重症児・準超重症児算定して加算をお願いします。
2）介護者が介護できない困ったときに利用できる短期入所施設を近くに。

現在は２５Km離れた重症児施設を主に利用していますが、3ヶ月前に予約しても、希望者が多くなかなか利用できません。医療的ケアがあると看護師不足から利用が制限され、（例：10床のうち医ケア3床、呼吸器1床）お葬式か介護者が入院でもしないかぎり、急な利用はできません。現状では私は病気も怪我もできません。本当に困ったときに確実に安心して任せられる短期入所サービスにしてください。

３）訪問看護の時間制限をなくして、介護職にも医療的ケアができるようにしてください。

　　　随時吸引が必要なため、長い時間の見守りが必要です。見守りだけならホームヘルパーにできますが、いざという吸引ができないため、家族が離れることができません。訪問看護のバックアップで介護職が医療的ケアをできるようになれば、居宅支援が充実します。通所、短期入所のように出かけなくても支援が自宅に届けば、将来呼吸器使用になっても安心です。

息子の体調を安定させるため、常に注意深い見守りと的確な介護と医療的ケアを行っています。素人だった家族も経験を積んで医療的ケアができるようになりました。介護職に利用者個別の経験を積んでもらい、見守る（異常の早期発見）力と、医療的ケア（吸引、経管栄養など）を任せられる技術をつけてほしいと願っています。

　　　訪問看護と訪問介護が一体化してサービスが受けられ、さらに欲を言うなら、介護保険とも連動して、障害者高齢者を世帯単位で支援してもらえれば、義父も家に帰ることができます。

４）介護保険と同じように専属のケアマネージャーを付けてください。

　　　障害児者にも介護保険のように、医療や福祉サービス生活すべてに相談でき、調整してくれるケアマネージャーが必要です。家族は日々の介護で手一杯な上、福祉サービスの知識が十分ではありません。特に医療的ケアが必要だと福祉と医療どちらの知識も必要です。

家族も元気な時は頑張れます。けれど困って疲れているときに、短期入所の申し込みをあちこちの施設に電話し、日程調整し、断られ、再度電話してなどできません。もう急な用事には電話する気力さえありません。本当に困ってしまう前に日頃から息子を理解し、生活を支え調整してくれるケアマネージャーを付けてください。
③私が願って思って伝えたいこと

　　　障害が重くても、医療的ケアがあっても、いつまでも住み慣れた地域で、家族、友人に囲まれて暮らせるように願っています。在宅生活を1日でも長く続けたいのですが、親は先に年を取り亡くなります。何歳まで息子を抱けるのか、送迎の車の運転はいつまでできるのか不安だらけです。いつかは介護不能なときが来て、社会に託さければなりません。安心して子どもを残していくには、重症児施設がまだまだ足りません。

ずっと家族と一緒にと願う一方、息子らしく好きな仲間と暮らせる生活を元気なうちに作ってあげたいとも思います。施設か自宅かの二者択一でなく、ケアホームや自宅と施設を行き来できる、いろいろな生活が選べるようになってほしいと思っています。その時々、支援の形を選べるように、年齢や病名、障害種別などで線引きせず、その時に必要な支援を届けてください。

　　
２０１０年９月５日
氏　 名：
５０歳代母親
長妻　　昭　　厚生労働大臣　殿
内閣府　障がい者制度改革推進会議　殿

厚生労働省　障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 殿

＜私が聞いて欲しい３つの願い・想いなど＞
①私が今直面している実態・事実・現状
　私は京都府南西部「乙訓圏域（向日市・長岡京市・大山崎町）」と呼ばれるエリアで、20数年障がいのある人たちの支援にかかわってきました。平成１９年度からは乙訓２市１町（上記）共同設置による「乙訓圏域障害者自立支援協議会（以下「乙訓自立支援協議会」）」の運営委員としてかかわってきましたが、乙訓自立支援協議会では発足時より当事者・家族の要望を受け、「『医療的ケア』が必要な人の地域生活支援」を課題として位置づけ、専門部会での協議を進めてきました。
　圏域には重症児を通学・訪問で受け入れてきた府立養護学校があることから、その卒業生の生活支援が大きな課題となっています。とりわけ「医療的ケア」については日中活動や在宅支援等に共通する課題であり、個々の事業所毎の努力で対応が積み重ねられてはいますが、圏域として課題の整理と対応策の検討が求められていました。３年間の協議を通して、「医療的ケア」について行政も含めた関係機関の間での共通認識化を図り、該当する方へのアンケート・聞き取り調査の実施、「医療的ケア研修会」の圏域での開催等、「医療的ケア」が障がいのある人の生活の中で大きな課題である、ということについて認識を深めることはできてきましたが、個別の生活や支援場面での根本的な問題解決にはまだまだ繋がっていないのが現状です。
②私が解決、実現してほしいこと
　乙訓自立支援協議会の初年度の報告書では、「医療的ケア」は「本質的に『生活支援』上の問題である」ということを明記しました。すなわち、その人が持っている「障がい」により「暮らし」の中で必要となる支援の一つが「医療的ケア」である、というとらえ方であり、例えば食事や排泄、入浴の介護といった支援や、行動障がいの方が安全に外出できるように必要となる支援と同じように、「暮らし」の中で痰の吸引等の「医療的ケア」を必要とする人に、必要な支援を提供するのは「当たり前」のことである、という考え方だと言えると思っています。
　一方で、どんな「支援」も、その提供にあたっては「安全・安心」が担保されることが必要です。「医療的ケア」の場合、「医療的」であるが故に、「安全・安心」を確保するための固有の課題があります。それが、実施する者への研修システムであり、医師・看護師等の「医療」の専門機関・専門職のバックアップ・連係の問題であります。
　現在、国においても「介護職員等によるたんの吸引等の在り方検討会」で、積極的な検討を行い、障がい者施設や在宅支援の現場も含めて「モデル事業」を実施されようとしていることは、大変うれしく思っています。
　ただ、そもそも「医療的ケア」が「暮らし」を支えていくために必要なもので、その提供がどうすれば実現できるのかという観点に立ったとき、「モデル事業」で示されている研修のあり方は、現実的な問題解決の道筋からは外れ、「何のための研修か」ということが見えなくなってしまっていると感じざるを得ません。
　日々営まれている「暮らし」の支援を成り立たせつつ、基礎的・共通事項は内容を厳選し出来る限りコンパクトかつ重要なポイントは押さえたカリキュラムとし、対象となる方の「暮らし」や「ケア」の「個別性」の理解に重点を置いた、実践的な研修システムを、当事者を中心に組み立てていく必要があり、その中でこそ医療機関・医療職の専門性を発揮して頂けるような連係のあり方を検討すべきだと考えます。
 その基本となるのが、NPO法人医療的ケアネットの「要望ならびに提言書」にある「パーソナルアシスタント」の考え方であると思います。
③私が願って思って伝えたいこと
　私自身の「医療的ケア」との出会いは、２２年前の養護学校産休代替講師時代に遡ります。講師として担任に入ったクラスが重症児の学級で、そこにいた男の子に、食事介助中に痰を手動の吸引機で取る必要のある子がいました。当時、「医療的ケア」などという言葉もなく、養護学校でも電動吸引機を使用している子どもは皆無で、その子の吸引もティッシュでは取り除きにくいので手動吸引機を使って口の中の痰を取る、といった程度のものでしたが、その行為はあくまでも「食事介助」の一貫であり、学校に通学して過ごしている以上、「当然必要な介助」として当たり前に他の先生方もされており、私も何の疑問も抵抗感もなく「やらなければならないもの」として、先輩の先生から「コツ」を教わりながらやらせてもらっていた記憶があります。
　無論、現在課題となっている「医療的ケア」とは、当時の状況は比較にはならないものであるとは思いますが、私自身はその後学校を卒業した重症心身障がい者と言われる人達とのかかわりの中で、痰の吸引（口鼻腔、気管切開）や注入（経鼻チューブ・胃ろう）、酸素の調整・投与、等の「医療的ケア」を実際にやらせていただく際には、常にこの「そこで過ごす（暮らす）」ために必要な「介助行為」は当然「するべきだ」というとらえ方で取り組んできました。
　そして、その人に必要な支援は一通り（きちんと）できるということが、その人の全体像の理解やお互いの関係性の構築において、大変有効であり大きな意味のあることだったと思っています。
　障がいが重い人への支援に関して、「多職種の連係」の重要性が言われ、それぞれの専門性を活用した支援が必要だと言われています。もちろん、そのこと自体を否定するつもりはありません。が、その観点で言えば、「暮らしの支援」に関する「専門性」を持っている（べき）職種は何か。それこそが生活支援員と呼ばれる施設職員や介護福祉士・ヘルパーなどの福祉職・介護職であるはずです。そうであれば、「その人の暮らし」の中で必要となる支援については、それぞれの暮らしの個別性を十分理解した上で支えていく「支援のスペシャリスト」として、この職種の本来の「業務」として考えるべきであり、「医療的ケア」もその一つである、というのは言い過ぎでしょうか。
　すなわち、看護師等の医療職不足を「補完する」、あるいは医療職の「下請け仕事」といったような消極的な意味合いではなく、自らの福祉職・介護職としての「専門性」を高めていくという意味も含めて、福祉職・介護職が「医療的ケア」に正面から取り組めるような、制度面での整備を進めていただきたいと考えています。
　そして、そのためにはその「専門性」に見あった報酬の改善、一定の力量をもった福祉職・介護職の社会的・経済的な地位向上も同時に実現されるべきであると、強く願っています。
２０１０年９月５日
氏　 名：Ｊ．Ｏ
長妻　　昭　　厚生労働大臣　殿
内閣府　障がい者制度改革推進会議　殿

厚生労働省　障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 殿

＜私が聞いて欲しい３つの願い・想いなど＞
①私が今直面している実態・事実・現状

自立支援法の中でどんどん必要な支援が受けられなくなっていると感じています。

学齢期だろうと、卒業したあとも。在宅だろうと、施設だろうと、本人は何もかわらないのに・・・。

支援する側（サービスを提供する側）においても、‘‘思い‘‘　を持って働きはじめても、働き続けられない理由のひとつに、安定しない雇用体系があります。これでは事業所としても必要なサービス、質の良いサービスの提供ができません。悪循環です。それが全部当事者にかかってきます。

ひとつの事業所の‘‘思い‘‘では、長続きしません。当事者目線にたった制度をお願いいたします。

②私が解決、実現してほしいこと
日本のどこに住んでいても、生れてから、または障害を負ってから必要なこと。年齢に応じて当たり前に必要な支援が受けられように下さい。車で一時間以上もかかるところにしか、小児のリハビリを受けるところがなかったり、療育を受けるところがなかったりと障がいがあるからこそ楽に負担なく過ごしたいのに、過ごせません。そんな中でもみんながんばっています。

安心して通える場所を必要なところに作って下さい。
③私が願って思って伝えたいこと

「医療的ケア」が必要な障がい児者にとって、チューブやカニューレはない方がいいに決まっています。本当に生活しづらい毎日です。でもそれがあることによって、胃ろうであろうと気管切開しカニューレや呼吸器がついていたとしても、それでも生きている。そしてそれがあったからこそ、‘‘生きる‘‘ことができました。肌に触れることができ、肌のぬくもりを感じることができました。

家族、友達、そして地域の中で笑って過ごせる日々がありました。

「医療的ケア」が必要でも、もっと外に出やすくなって、色んな人に知ってもらい、みんなで考えてもらえる様、少し手助けをして下さい。

２０１０年９月５日
氏　 名：
伴　君代
長妻　　昭　　厚生労働大臣　殿
内閣府　障がい者制度改革推進会議　殿

厚生労働省　障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 殿
＜私が聞いて欲しい３つの願い・想いなど＞
①　私が今直面している実態・事実・現状

従来行われている仲介型のケアマネージメントはサービス提供者主体(Carer-centered）であり、既存のサービスリンケージをするだけで、当事者の個別性をふまえた支援になりにくく、当事者管理のパーソナルアシスタントのシステムを支えることが不可能です。

②　私が解決、実現してほしいこと
パーソナルアシスタントを当事者管理の論理にもとづくシステムと考え、当事者を中心に置いた支援（Person-centered ）を可能にするには、当事者のパーソナルアシスタントの獲得支援、当事者の管理能力を高める支援、権利擁護の支援などを、医療、保健、福祉、教育の高度の連携協働を基本に遂行できるケアコーディネイトが不可欠となる。
③　私が願って思って伝えたいこと

パーソナルアシスタント・当事者管理を実現するケアコーディネイター制度の確立のため、介護保険ケアマネージメント、障害者相談支援事業のあり方検討も含めて、国民的議論を是非ともしていただきたい。
２０１０年９月７日
氏　 名：
小倉　　伸　＜ＮＰＯ法人医療的ケアネット　理事＞
長妻　　昭　　厚生労働大臣　殿
内閣府　障がい者制度改革推進会議　殿

厚生労働省　障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 殿
＜私が聞いて欲しい３つの願い・想いなど＞
①私が今直面している実態・事実・現状

　現在、支援学校中学部３年の子どもがいます。胃ろう・気管切開をしている“医療的ケア”を必要としています。現在、困っていることは、ＰＴＡ活動において　短期入所を利用したい場合に居住地から１時間３０分ほど離れた重度心身障害者施設まで行かなければならないことです。２年前には、市独自の事業として「医療的ケアをもつ子どもを対象とした短期入所事業」があり、病院の空きベッドを利用した受け入れもありましたが、受け入れ病院のご都合で利用が中止となり、別の病院が名乗りを上げることがないまま、現在に至っています。居住地から離れた短期入所は、長期利用の場合には問題はないのですが、ＰＴＡ活動で１泊２日という短い期間の場合には、居住地内で利用できるような場所があるとよいと考えています。障害福祉課に用事で出かけるときには、受け入れ病院についての進捗状況を必ず聞いていますが、名乗りを上げる病院がないというのが現状です。また、医療的ケアをもつ子どもが卒業後の進路は、１カ所しかなく、医療的ケアをもつ子どもが増えている中で充分な社会資源がないのも現状です。私の場合は、障がいをもつ子ども以外に特別養護老人ホームに入所している義父が、市内にいます。主人は、平日は会社勤めであるために緊急時対応は、私が行っています。子どもが学校に行っている時間帯であれば、問題ないのですが、子ども自身の通院中等で子どもを連れての緊急時対応も今後多くなると予想される中で、訪問看護師が２４時間対応してくださるところがなく、あったとしても子どもへの対応が出来ない現状もあります。
②私が解決、実現してほしいこと
　１）短期入所を近くにも欲しい。緊急時や利用日数が短いときに容易に利用できるサービスの構築をお願いしたい。

　２）障がい児者にも介護保険のように医療や福祉サービスなど生活全般に相談でき、調整してくれる医療や福祉の知識をもつケアマネージャーをつけて欲しい。
③私が願って思って伝えたいこと

　保護者としての願いは、子どもが親の近くで生活を続けていける社会環境になってほしいことです。「住み慣れた地域へ」という施策は良いと思うのですが、医療的ケアをもつ子どもが地域で住まうにはまだまだ多くの課題がある上に、地域との関わりも子どもが年齢を重ねるとともに希薄になっているように感じます。少子高齢化を社会で支えていくという中にもっと障がい児者も含めていただけると幸いです。
２０１０年９月５日
氏　 名：
上野　葉子　

長妻　　昭　　厚生労働大臣　殿
内閣府　障がい者制度改革推進会議　殿

厚生労働省　障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 殿
＜私が聞いて欲しい３つの願い・想いなど＞
①私が今直面している実態・事実・現状…

２００９年度８月から２０１１年３月まで、京都府八幡障がい者自立支援協議会の委員を委嘱されて地元での障害者福祉向上に協力しております。八幡市のように、まだまだ京都府下では自治体単独での、障がい者自立支援協議会が設置されているのはほとんどありません。一番小回りの利く、自治体単位での障がい者自立支援協議会の設置を望みます。その中でも、医療的ケアが必要な方々やそのご家族の皆さんの実態、事実、声、願いを広い、課題・問題点など拾っていくことも大事ではないかと考えています。八幡市の障がい者自立支援協議会では、子ども部会、精神部会、暮らし部会、就労部会が設置されていますが、なかなか医療的ケアを必要な方々のケースを取り上げる専門部会の設置が難しいです。そこまで手が回らないというのが実態です。八幡市が入る京都府山城北圏域や京都府の保健・福祉の圏域単位で障がい者自立支援協議会は設置・活動がすすめられていますが。住民の一番身近な自治体単位での障がい者自立支援協議会の設置を促進してください。そしてそのことを全国的にも公開して頂き、情報が公開されることを望みます。全国各地で医療的ケアを必要とされている方々とその家族の実態、声、願いなど把握して頂きたいです。私自身も１種２級の身体障害（肢体障害、多発性筋炎）を持っております。これまで多くの方々に支えて頂いております、その経験や体験を生かし地元の障がい者自立支援協議会で意識し生かしていければと考えております。
②私が解決、実現してほしいこと

私が医療的ケアを必要とされるご家族と日常的に接していて思うことは、首・腰・腕・腰・目などの
いわゆる「頸肩腕症候群（けいけいわんしょうこうぐん）」などで苦み悩んでおられる方、その予備軍
の方、さらにそれが元になるだろう内科や神経科などへの受診対象ではないかと思われる方を多く眼に
してきました。そこで提案です、法令で定められている『特殊健康診断』：肢体不自由児施設、
特別養護老人ホーム等重症心身障害児者の入所施設における介護業務などで実施されているものですが、
これを自治体がおこなっている「基本健康調査」や「生活習慣病予防健康診察」などの中に、
組み入れて頂けないでしょうか。ご家族（介護者）の健康予防の視点からも大切ではないでしょうか。
ぜひご検討ください。

またご家族がホットする時間のためなどに制度がある、ショートスティ、日中一時支援なども、もっと内実など含め充分なものにしてほしいです。誰もが安心して気軽にいつでも身近で利用できるシステムになるように、福祉施設だけでなく病院なども含めそのシステムづくりなどの整備が早急に改善されることを望みます。
③私が願って思って伝えたいこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療的ケアを必要とされる、どんなに重い障害を持っていても、そのご家族も含めて、地域の中で
、安　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　安心・安全・快適に暮らしていけるような総合的なシステムづくりを早急に整備してください。
その　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのための予算を大幅に増額してください。

自治体単位で計画推進されている「障害者福祉計画」や「障害者基本計画」中にも、医療的ケア必要とされている方々のこともしっかり反映してください。
２０１０年９月５日
氏　 名：
中畑　忠久　
長妻　　昭　　厚生労働大臣　殿
内閣府　障がい者制度改革推進会議　殿

厚生労働省　障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 殿
〈私が今直面している現状と願い〉

　私は、今現在、京都市伏見区向島において、知的障がい児通園施設「空の鳥幼児園」、生活介護事業「愛隣デイサービスセンター」、重症心身障がい者通所事業（Ｂ型）「シサム」の施設長をしています。

まずは、知的障がい児通園施設の現状についてお伝えします。知的障がい児通園施設には看護師の配置はありませんが、医療的ケアが常時必要な子どもたちが単独で通ってきています。今現在は、鼻注の方２名、口腔ネラトンの方１名、導尿の方１名、吸引が必要な方３名が、毎日元気に通園しています。注入、吸引とも医師の指示を受けた看護師の下で、研修を積み重ねた担任の保育士が行っています。非医療職である保育士が医療的ケアを実施していることは、厚生労働省からの通達の範囲を逸脱している行為であることは認識していますが、医療的ケアが必要な子どもたちが毎日通園するためには保育士で対応せざるを得ないのです。看護師は今年度からパートで１名雇用しています。看護師だけで子どもたちの医療的ケアの対応を行うことになると、看護師が休みになった時には、彼らは通ってくることができないということになってしまいます。また、各クラスで離れて日中過ごしている子どもたちの医療的ケアを一人の看護師で対応することは到底無理です。ましてや、子どもたちにとって、通園施設の中では、一番信頼がおけ関係性が深いのが担任の保育士であり、その保育士が日常の療育の一環として医療的ケアを行っていくことはごく自然の流れであります。医療的ケアを担う保育士たちには、看護師の指導の下、基礎研修、実技研修を経て、保護者の同意をいただき実施にあたっていますが、制度の上では「違法行為」になっているのではないかという不安を抱えながらやっており、精神的な負担は大きなものがあるのも否めません。私たちの施設では、「医療的ケア委員会」を設け、一定のルール（文部科学省通知：「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取り扱いについて」を参照）を策定し、検討を重ねながら独自で、安心、安全を担保できる方策を確立してきていますが、これも法制度の中で位置づけられているわけではありません。一日でも早く、私どもの通園施設において、子どもたち、保護者、職員が、医療的ケアが必要であっても安心して療育を受けていくことができる環境を保障していただきたいと願っております。

次ぎに、生活介護事業、重症心身障がい者通所事業における現状についてお伝えします。どんなに「重い障がい」があろうとも、地域で自分らしい暮らしをしていきたいと願っている方々が通って来られています。今現在、通所事業に通う利用者の内、19名の方が医療的ケアの必要な方であります。その内容は、吸引（口腔内、鼻腔、カニューレ内）、経管栄養（鼻注、胃ろう、腸ろう、口腔ネラトン）、吸入、呼吸器管理など多岐にわたっています。通園施設と同様に、これらの医療的ケアを担っているのは、非医療職である介護職員であります。ここでも、親元を離れ、自己実現のために日中活動に参加している利用者の日常生活支援の一環として、担当する介護職員により医療的ケアが行われています。利用者の方々の日常生活を支援していく中で、医療的ケアの部分だけを切り取って看護師だけで対応していくのではなく、彼、彼女らの思いに寄り添いながら、彼、彼女らにとって必要な時に必要な支援を行っているのです。私たちにとって当たり前のことだと確信し、行ってきていることでありますが、法制度の上では「指導」の対象とされてしまうのが現状であります。早急に法体系の整備を行っていただきたいと願っております。

最後に、京都市での取り組みについて現状をお伝えいたします。京都市地域自立支援協議会におきまして、「医療的ケア」に関する課題が取り上げられ、現在その作業部会が立ちあがっております。医師会、看護協会、相談支援事業所、施設関係者、居宅事業所らが集い、京都市内における「医療的ケア」に関する現状の課題と今後の取り組みついて討議を重ねてきています。そこでも、大きな砦になっているのは、現行の法体系であります。その限界の中で、地域で生活される医療的ケアが必要な方の暮らしをどのように守っていけるのかを真剣に議論をしています。未だ暗中模索の状況であることは否めませんが、今、国において検討されている「介護職員等によるたんの吸引等の在り方検討委員会」が、医療的ケアが必要な障がいのある方が、地域で当たり前に暮らしていくことの意味を十分に踏まえた結論を導き出されることを願っております。

京都市におきましては、一昨年度から「介護職のための医療的ケア研修」を実施してきております。呼びかけ文には次のように記されています。“痰の吸引など医療的ケアを必要とする方が増えています。～中略～痰の吸引など医療的ケアはそれぞれに適した方法があり、当事者・主治医から習う内容は応用編です。基礎的な知識・経験があれば、より安全に安楽に実施できると考えられますが、研修の機会はあまりありませんでした。この研修は介護職が医療的ケアを当事者・家族・主治医から習う場合に必要な基礎的な知識を学ぶことを目的としています・”とあります。このように、各現場においても医療的ケアが必要な方々と出会い、どのように彼、彼女らの暮らしをサポートしていけるのかに苦慮しているのです。ここでも、研修システムを含む法体系が一日も早く整備されることを多くの関係者が願っているのです。

国において、「医療的ケア」に関する課題について検討会が開かれていることについて、大変うれしく思っています。そこでだされる結論が、「医療的ケア」が必要であっても、地域の中で当たり前に、その人らしく暮らしていける社会となるように期待しております。

２０１０年９月５日
氏　 名：平田　義　
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